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 久留米市国民健康保険条例  

久留米市国民健康保険条例 

昭和６３年１２月２８日 

久留米市条例第３９号 

第１章 市が行う国民健康保険の事務 

（平３０条例４・改称） 

（市が行う国民健康保険の事務） 

第１条 久留米市（以下「市」という。）が行う国民健康保険の事務については、法令に定

めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。 

（平３０条例４・一部改正） 

第２章 久留米市国民健康保険事業の運営に関する協議会 

（平３０条例４・改称） 

（久留米市国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数） 

第２条 久留米市国民健康保険事業の運営に関する協議会（以下「協議会」という。）の委

員の定数は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 被保険者を代表する委員 ４人 

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 ４人 

(3) 公益を代表する委員 ４人 

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 ２人 

（平６条例２０・平２０条例８・平３０条例４・平３１条例５・一部改正） 

（規則への委任） 

第３条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。 

第３章 被保険者 

（被保険者としない者） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する者は、被保険者としない。 

(1) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の規定により児童福祉施設に入所してい

る児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童で

あって、民法（明治２９年法律第８９号）の規定による扶養義務者のないもの 

(2) 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）の規定により養護老人ホーム又は特別養

護老人ホームに入所している者のうち規則で定めるもの 

（平２１条例１４・一部改正） 

第４章 保険給付 
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（一部負担金） 

第５条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受

ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗

じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければなら

ない。 

(1) ６歳に達する日以後の最初の３月３１日の翌日以後であって７０歳に達する日の属

する月以前である場合 １０分の３ 

(2) ６歳に達する日以後の最初の３月３１日以前である場合 １０分の２ 

(3) ７０歳に達する日の属する月の翌月以後である場合（次号に掲げる場合を除く。） 

１０分の２ 

(4) 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号。以下「法」という。）第４２条第１

項第４号の規定が適用される者である場合 １０分の３ 

（平６条例２０・平１４条例３０・平１５条例６・平１８条例３３・平１９条例３・

平２０条例８・一部改正） 

（出産育児一時金） 

第６条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児

一時金として４０８，０００円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令（大正１５

年勅令第２４３号）第３６条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定める

ところにより、これに３万円を超えない額を加算するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法（大

正１１年法律第７０号）、船員保険法（昭和１４年法律第７３号）、国家公務員共済組合

法（昭和３３年法律第１２８号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次

条第２項において同じ。）又は地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）の

規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。 

（平４条例１２・平６条例２０・平１８条例３３・平２０条例８・平２０条例４４・

平２３条例２０・平２６条例６４・令３条例２９・一部改正） 

（葬祭費） 

第７条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、３０，

０００円を支給する。 

２ 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険

法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法
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律（昭和５７年法律第８０号。以下「高齢者医療確保法」という。）の規定によって、こ

れに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。 

（平２０条例８・一部改正） 

第５章 保健事業 

（平６条例２０・全改） 

（保健事業） 

第８条 市は、法第７２条の５に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの

事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進、療養環境の向上又は保険給付のた

めに必要な事業を行う。 

（平６条例２０・全改、平２０条例８・平２２条例２４・平２７条例３０・一部改

正） 

第６章 保険料 

（保険料の賦課） 

第９条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主（以下「世帯主」という。）から徴収す

る。 

（平１２条例１４・追加） 

（保険料の賦課額） 

第９条の２ 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額

（国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号）第２９条の７第１項第１号に規定

する基礎賦課額をいう。以下同じ。）及び後期高齢者支援金等賦課額（国民健康保険法施

行令第２９条の７第１項第２号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。）

並びに介護納付金賦課被保険者（国民健康保険法施行令第２９条の７第１項第３号に規定

する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した介護納付金賦課額（国

民健康保険法施行令第２９条の７第１項第３号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下

同じ。）の合算額とする。 

（平１２条例１４・追加、平１４条例３０・平２０条例８・平３０条例４・一部改

正） 

（一般被保険者に係る基礎賦課総額） 

第９条の３ 保険料の賦課額のうち一般被保険者（法附則第７条第１項に規定する退職被保

険者等（以下「退職被保険者等」という。）以外の被保険者をいう。以下同じ。）に係る

基礎賦課額（第２０条及び第２０条の３の規定により基礎賦課額を減額するものとした場
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合にあっては、その減額することとなる額を含む。）の総額（以下「基礎賦課総額」とい

う。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準

として算定した額とする。ただし、第２６条の規定による保険料の減免を行う場合におい

ては、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額に第３号に

掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。 

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

イ 療養の給付に要する費用（一般被保険者に係るものに限る。）の額から当該給付に

係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養

費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費

及び高額介護合算療養費の支給に要する費用（一般被保険者に係るものに限る。）の

額 

ロ 国民健康保険事業費納付金（法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５

条の７第１項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。）の納

付に要する費用（福岡県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、福岡

県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定によ

る後期高齢者支援金等（以下「後期高齢者支援金等」という。）、高齢者医療確保法

の規定による病床転換支援金等（以下「病床転換支援金等」という。）及び介護保険

法（平成９年法律第１２３号）の規定による納付金（以下「介護納付金」という。）

の納付に要する費用に充てる部分を除く。）の額 

ハ 法第８１条の２第５項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額 

ニ 法第８１条の２第１０項第２号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要

する費用の額 

ホ 保健事業に要する費用の額 

ヘ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に要する費用を

除く。）の額（退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係

る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、

保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び

高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに福岡県が行う国民健康保険の一

般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（福岡県の国民健康

保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等

並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）及び退職被保険者等に
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係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。） 

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

イ 法第７４条の規定による補助金の額 

ロ 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付を受け

る補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（福岡県の国民健康保険に

関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納

付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このロにおいて同じ。）に係るも

のを除く。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付

金の納付に要する費用に係るものを除く。）の額 

ハ 法第７５条の２第１項の国民健康保険保険給付費等交付金（ニにおいて「国民健康

保険保険給付費等交付金」という。）（退職被保険者等の療養の給付等に要する費用

（法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７０条第１項に規定する療養の

給付等に要する費用をいう。以下同じ。）に係るものを除く。）の額 

ニ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に要する費用を

除く。）のための収入（法附則第９条第１項の規定により読み替えられた法第７２条

の３第１項及び第７２条の３の２第１項の規定による繰入金及び国民健康保険保険

給付費等交付金（退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。）

を除く。）の額 

(3) 当該年度における第２６条の規定による基礎賦課額の減免の額の総額 

（平３条例２２・全改、平６条例２０・平１１条例９・一部改正、平１２条例１４・

旧第９条繰下・一部改正、平１４条例３０・平１５条例６・平１７条例３２・平１

８条例３３・平２０条例８・平２２条例２４・平２７条例３０・平３０条例４・令

４条例４・一部改正） 

（一般被保険者に係る基礎賦課額） 

第１０条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する一般

被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯

につき算定した世帯別平等割額（一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する

場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額）の

合計額とする。 

（平３条例２２・全改、平１２条例１４・平１６条例５６・平２０条例８・平２２

条例８・一部改正） 
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（一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定） 

第１１条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１４条の２第１項に規定する総所得金額及び

山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額（同法附則第３３条の２第

５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第１１項

又は第１５項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３３条の３

第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第３４条第４項に規定する長

期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若し

くは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１

項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、

これらの規定の適用により同法第３１条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除

する金額を控除した金額）、地方税法附則第３５条第５項に規定する短期譲渡所得の金額

（租税特別措置法第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第

１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、

これらの規定の適用により同法第３２条第１項に規定する短期譲渡所得の金額から控除

する金額を控除した金額）、地方税法附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等に係

る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の３第１５項の規定の適用がある場合には、その

適用後の金額）、同法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得

等の金額（同法附則第３５条の２の６第１５項又は第３５条の３第１３項若しくは第１５

項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３５条の４第４項に規

定する先物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第３５条の４の２第７項の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金額）、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税

等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項（同法第１２条第

５項及び第１６条第２項において準用する場合を含む。第２０条第１項第１号において同

じ。）に規定する特例適用利子等の額、同法第８条第４項（同法第１２条第６項及び第１

６条第３項において準用する場合を含む。同号において同じ。）に規定する特例適用配当

等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律

（昭和４４年法律第４６号。第２０条において「租税条約等実施特例法」という。）第３

条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額及び同条第１２項に規定する条約適

用配当等の額をいう。以下この条において同じ。）の合計額から地方税法第３１４条の２

第２項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分
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して計算される所得の金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）に、

所得割の保険料率９．３７パーセントを乗じて算定する。 

２ 前項の場合における地方税法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額若しくは山

林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同

法第３１３条第９項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。 

（平１２条例１４・平１４条例３０・平１６条例５６・平２０条例８・平２２条例

８・平２２条例２４・平２９条例８・令３条例８・一部改正） 

第１２条 削除 

（平２２条例８） 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の被保険者均等割額） 

第１２条の２ 第１０条の被保険者均等割額は、被保険者１人について２７，２００円とす

る。 

（平１６条例５６・追加、平２２条例８・一部改正） 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の世帯別平等割額） 

第１２条の３ 第１０条の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定める額とする。 

(1) 第２号又は第３号に規定する世帯以外の世帯 ２２，２００円 

(2) 特定同一世帯所属者（法第６条第８号に該当したことにより被保険者の資格を喪失

した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をい

う。以下同じ。）と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって同日の属す

る月（以下「特定月」という。）以後５年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯

に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。） 前号の額に２分の

１を乗じて得た額 

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって特定

月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を経過する月までの間にあるもの

（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。） 第

１号の額に４分の３を乗じて得た額 

（平２０条例８・全改、平２２条例８・平２５条例１７・一部改正） 

（退職被保険者等に係る基礎賦課額） 

第１３条 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する退

職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該
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世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額（退職被保険者等と一般被保険者とが同一の

世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額）とする。 

（平３条例２２・全改、平１２条例１４・平１６条例５６・平２０条例８・平２２

条例８・一部改正） 

（退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定） 

第１４条 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第１１

条の所得割の保険料率を乗じて算定する。 

（平１２条例１４・平１６条例５６・一部改正） 

第１４条の２ 削除 

（平２２条例８） 

（退職被保険者等に係る基礎賦課額の被保険者均等割額及び世帯別平等割額の算定） 

第１５条 第１３条の被保険者均等割額及び世帯別平等割額は、第１２条の２及び第１２条

の３の額と同額とする。 

（平１２条例１４・平２０条例８・一部改正） 

（基礎賦課限度額） 

第１６条 第１０条又は第１３条の基礎賦課額（一般被保険者と退職被保険者等が同一の世

帯に属する場合には、第１０条の基礎賦課額と第１３条の基礎賦課額との合算額をいう。

第１９条及び第２０条第１項において同じ。）は、国民健康保険法施行令第２９条の７第

２項第９号に規定する額を超えることができない。 

（平元条例４・平５条例１５・平７条例５・平８条例４・平９条例６・平１２条例

１４・平１６条例５・平２０条例８・平２２条例８・平３０条例４・一部改正） 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額） 

第１６条の２ 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額（第２

０条及び第２０条の３の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場

合にあっては、その減額することになる額を含む。）の総額（以下「後期高齢者支援金等

賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控

除した額を基準として算定した額とする。ただし、第２６条の規定による保険料の減免を

行う場合においては、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除し

た額に第３号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることがで

きる。 

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（福岡県の国民健
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康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等

の納付に要する費用に係る部分であって、福岡県が行う国民健康保険の一般被保険者に

係るものに限る。次号において同じ。） 

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

イ 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付を受け

る補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）及び

同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する

費用に係るものに限る。）の額 

ロ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付に要する

費用に限る。）のための収入（法附則第９条第１項の規定により読み替えられた法第

７２条の３第１項及び第７２条の３の２第１項の規定による繰入金を除く。）の額 

(3) 当該年度における第２６条の規定による後期高齢者支援金等賦課額の減免の額の総

額 

（平２０条例８・追加、平３０条例４・令４条例４・一部改正） 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額） 

第１６条の２の２ 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する

一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該

世帯につき算定した世帯別平等割額（一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属

する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割

額）の合計額とする。 

（平２０条例８・追加） 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定） 

第１６条の２の３ 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所

得に係る基礎控除後の総所得金額等に、所得割の保険料率２．６６パーセントを乗じて算

定する。 

（平２０条例８・追加） 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額） 

第１６条の２の４ 第１６条の２の２の被保険者均等割額は、被保険者１人について７，５

００円とする。 

（平２０条例８・追加） 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額） 
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第１６条の２の５ 第１６条の２の２の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 第２号又は第３号に規定する世帯以外の世帯 ６，４００円 

(2) 特定世帯 前号の額に２分の１を乗じて得た額 

(3) 特定継続世帯 第１号の額に４分の３を乗じて得た額 

（平２０条例８・追加、平２５条例１７・一部改正） 

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額） 

第１６条の２の６ 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課

額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の

合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額（退職被保険者等と

一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額

の総額）とする。 

（平２０条例８・追加） 

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定） 

第１６条の２の７ 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、

第１６条の２の３に規定する保険料率を乗じて算定する。 

（平２０条例８・追加） 

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額及び世帯別平等

割額） 

第１６条の２の８ 第１６条の２の６の被保険者均等割額及び世帯別平等割額は、第１６条

の２の４及び第１６条の２の５の額と同額とする。 

（平２０条例８・追加） 

（後期高齢者支援金等賦課限度額） 

第１６条の２の９ 第１６条の２の２又は第１６条の２の６の後期高齢者支援金等賦課額

（一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第１６条の２の２の後

期高齢者支援金等賦課額と第１６条の２の６の後期高齢者支援金等賦課額との合算額を

いう。第１９条及び第２０条第１項において同じ。）は、国民健康保険法施行令第２９条

の７第３項第８号に規定する額を超えることができない。 

（平２０条例８・追加、平２２条例８・平３０条例４・一部改正） 

（介護納付金賦課総額） 

第１６条の２の１０ 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額（第２０条の規定により介護
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納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。）

の総額（以下「介護納付金賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２

号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第２６条の

規定による保険料の減免を行う場合においては、第１号に掲げる額の見込額から第２号に

掲げる額の見込額を控除した額に第３号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として

算定した額とすることができる。 

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（福岡県の国民健

康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部

分に限る。次号において同じ。） 

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

イ 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付を受け

る補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）及び

同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する

費用に係るものに限る。）の額 

ロ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付に要する

費用に限る。）のための収入（法附則第９条第１項の規定により読み替えられた法第

７２条の３第１項及び第７２条の３の２第１項の規定による繰入金を除く。）の額 

(3) 当該年度における第２６条の規定による介護納付金賦課額の減免の額の総額 

（平１２条例１４・追加、平１７条例３２・一部改正、平２０条例８・旧第１６条

の２繰下・一部改正、平３０条例４・令４条例４・一部改正） 

（介護納付金賦課額） 

第１６条の３ 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦

課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とする。 

（平１２条例１４・追加、平１６条例５・平１６条例５６・平２２条例８・一部改

正） 

（介護納付金賦課額の所得割額の算定） 

第１６条の４ 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前

年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、所得割の保険料率２．１１パーセントを乗

じて算定する。 

（平１２条例１４・追加、平１６条例５６・平２２条例８・一部改正） 

第１６条の５ 削除 
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（平２２条例８） 

（介護納付金賦課額の被保険者均等割額） 

第１６条の６ 第１６条の３の被保険者均等割額は、介護納付金賦課被保険者に係る被保険

者１人について１４，７００円とする。 

（平１６条例５６・追加、平２２条例８・一部改正） 

第１６条の７ 削除 

（平２２条例８） 

（介護納付金賦課限度額） 

第１６条の８ 第１６条の３の介護納付金賦課額は、国民健康保険法施行令第２９条の７第

４項第８号に規定する額を超えることができない。 

（平１２条例１４・追加、平１６条例５・一部改正、平１６条例５６・旧第１６条

の６繰下、平２０条例８・平２２条例８・平３０条例４・一部改正） 

（賦課期日） 

第１７条 保険料の賦課期日は、４月１日とする。 

（普通徴収に係る納期） 

第１８条 普通徴収に係る保険料の納期は、次のとおりとする。 

第１期 ６月１日から同月末日まで 

第２期 ７月１日から同月末日まで 

第３期 ８月１日から同月末日まで 

第４期 ９月１日から同月末日まで 

第５期 １０月１日から同月末日まで 

第６期 １１月１日から同月末日まで 

第７期 １２月１日から同月２５日まで 

第８期 １月１日から同月末日まで 

第９期 ２月１日から同月末日まで 

第１０期 ３月１日から同月末日まで 

２ 納期の末日が民法第１４２条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、前項の規定

にかかわらず、これらの日の翌日を納期の末日とみなす。 

３ 第１項に規定する納期により難い被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができ

る。この場合において、市長は、当該被保険者に対しその納期を通知しなければならない。 

４ 次条の規定によって課する保険料の納期は、納付通知書に定めるところによる。 
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（平元条例９・平１２条例１４・平１４条例３０・平２０条例８・平２９条例８・

一部改正） 

（賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合） 

第１９条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は１世帯に属する被保険者数が増加

若しくは減少し、又は１世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しく

は介護納付金賦課被保険者でなくなった若しくは国民健康保険法施行令第２９条の７の

２第２項に規定する特例対象被保険者等（以下「特例対象被保険者等」という。）となっ

た場合における当該納付義務者に係る第１０条、第１３条、第１６条の２の２若しくは第

１６条の２の６の額（被保険者数が増加若しくは減少した場合（特定同一世帯所属者に該

当することにより被保険者数が減少した場合を除く。）又は特例対象被保険者等となった

場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。）又は第１６条の３の額又は

第２０条第１項各号に定める額若しくは同条第３項若しくは第４項の規定により読み替

えて準用する同条第１項各号に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又

は被保険者数が増加若しくは減少した日（法第６条第１号から第８号までの規定のいずれ

かに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初

日であるときに限り、その前日とする。）又は１世帯に属する被保険者が介護納付金賦課

被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日又は特例対象被保険

者等となった日の属する月から、月割をもって行う。 

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第１０

条、第１３条、第１６条の２の２若しくは第１６条の２の６の額又は第１６条の３の額又

は第２０条第１項各号に定める額若しくは同条第３項若しくは第４項の規定により読み

替えて準用する同条第１項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日（法第６

条第１号から第８号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場

合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。）の属す

る月の前月まで、月割をもって行う。 

（平２０条例８・全改、平２２条例１７・一部改正） 

（低所得者の保険料の減額） 

第２０条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課

額は、第１０条又は第１３条の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額し

て得た額（当該減額して得た額が第１６条に規定する額を超える場合には、同条に規定す

る額）とする。 
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(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場

合にはその発生した日とする。）現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一

世帯所属者につき算定した地方税法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額（青色

専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第３１３条第３項、第４項又は第

５項の規定を適用せず、所得税法（昭和４０年法律第３３号）第５７条第１項、第３項

又は第４項の規定の例によらないものとし、山林所得金額及び他の所得と区分して計算

される所得の金額（地方税法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当

所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第１１項又は第１５項の規定の適用がある場

合には、その適用後の金額）、同法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る事

業所得等の金額、同法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第

３５条第５項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第３５条の２第５項に規定する

一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の３第１５項の規定の適用があ

る場合には、その適用後の金額）、同法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株

式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第１５項又は第３５条の３第

１３項若しくは第１５項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則

第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第３５条の４

の２第７項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、外国居住者等の所得に

対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第８条第２項に規定する特例

適用利子等の額、同条第４項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第

３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額及び同条第１２項に規定する条

約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。）の算定についても同様とする。

以下同じ。）及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算

額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主並びに当該世帯主の

世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者（次号及び第３号において「世帯主等」

という。）のうち給与所得を有する者（前年中に同条第１項に規定する総所得金額に係

る所得税法第２８条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規定する給与所

得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入金額が５５万円を超え

る者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を

有する者（前年中に地方税法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額に係る所得税

法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公

的年金等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の収
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入金額が６０万円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公的年金等の

収入金額が１１０万円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の

数の合計数（次号及び第３号において「給与所得者等の数」という。）が２以上の場合

にあっては、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額に当該給与所得者等の

数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）を超えない世帯に係る

保険料の納付義務者 イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の

基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とロに

掲げる額とを合算した額 

イ 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額に１０分の７を乗じて得た額 

ロ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割額に１０分の７を乗じて得た額 

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される

所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等

のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得

者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）に国民健康保険

法施行令第２９条の７第５項第３号ロに規定する額に当該年度の保険料賦課期日（賦課

期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。）現在において

当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を

加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以

外の者 イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の

被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数と特定同一世帯所属者の数の合計数

を乗じて得た額とロに掲げる額とを合算した額 

イ 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額に１０分の５を乗じて得た額 

ロ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割額に１０分の５を乗じて得た額 

(3) 第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算され

る所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主

等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所

得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）に国民健康保

険法施行令第２９条の７第５項第３号ハに規定する額に当該年度の保険料賦課期日（賦

課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。）現在におい

て当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額

を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前２号に該当する
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者以外の者イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額

の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数と特定同一世帯所属者の数の合計

数を乗じて得た額とロに掲げる額とを合算した額 

イ 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額に１０分の２を乗じて得た額 

ロ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割額に１０分の２を乗じて得た額 

２ 市長は、当該納付義務者又はその世帯に属する被保険者の前年からの所得の状況の著し

い変化その他の事情により前項第３号の規定による保険料の減額が適当でないと認める

場合には、当該減額を行わないものとする。 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合におい

て、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第１０条又

は第１３条」とあるのは「第１６条の２の２又は第１６条の２の６」と、「第１６条」と

あるのは「第１６条の２の９」と、前項中「前項第３号」とあるのは、「前項第３号（第

３項において読み替える場合を含む。）」と読み替えるものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合にお

いて、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第１０条又は第１

３条」とあるのは、「第１６条の３」と、「第１６条」とあるのは「第１６条の８」と、

「乗じて得た額とロに掲げる額とを合算した額」とあるのは「乗じて得た額」と、第２項

中「前項第３号」とあるのは、「前項第３号（第４項において読み替える場合を含む。）」

と読み替えるものとする。 

（平元条例４・平３条例２２・平４条例１２・平５条例１５・平７条例５・平８条

例４・平９条例６・平１０条例１０・平１２条例１４・平１６条例５・平２０条例

８・平２２条例８・平２２条例２４・平２６条例６・平２９条例８・令３条例８・

令４条例４・一部改正） 

（特例対象被保険者等の特例） 

第２０条の２ 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例

対象被保険者等である場合における第１１条第１項及び前条第１項の規定の適用につい

ては、第１１条第１項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額（特例

対象被保険者等の総所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれて

いる場合においては、当該給与所得については、同条第２項の規定によって計算した金額

の１００分の３０に相当する金額によるものとする。次項において同じ。）」と、「所得

の金額（同法」とあるのは「所得の金額（地方税法」と、前条第１項第１号中「総所得金
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額（」とあるのは「総所得金額（特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第２８条第

１項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条

第２項の規定によって計算した金額の１００分の３０に相当する金額によるものとし、」

と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。 

（平２２条例１７・追加） 

（未就学児の被保険者均等割額の減額） 

第２０条の３ 当該年度において、その世帯に６歳に達する日以後の最初の３月３１日以前

である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合における当該被保険者に係る当

該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第１２条の２又は第１５条の基礎賦課額の

被保険者均等割の保険料額に、それぞれ、１０分の５を乗じて得た額とする（第３項に掲

げる場合を除く。）。 

２ 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、

「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第１２条の２又は第１５

条」とあるのは「第１６条の２の４又は第１６条の２の８」と読み替えるものとする。 

３ 当該年度において、第２０条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義

務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額

の被保険者均等割額は、第１２条の２又は第１５条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険

料額から、当該保険料額に第２０条第１項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号

イに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に、それぞれ、１０分の５を乗じて得た

額とする。 

４ 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、

「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第１２条の２又は第１５

条」とあるのは「第１６条の２の４又は第１６条の２の８」と読み替えるものとする。 

（令４条例４・追加） 

（端数計算等） 

第２１条 基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額又は介護納付金賦課額に１００円未満の

端数があるとき、又はその金額が１００円未満であるときは、その端数金額又はその金額

を切り捨てる。 

２ 保険料の賦課額を納期ごとに分割する場合において、納期ごとの納付額に１００円未満

の端数があるときは、その端数金額はすべて最初の納期限に係る納付額に合算する。保険

料の賦課額に変更があったときも、同様とする。 
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（平１２条例１４・平２５条例２６・一部改正） 

（保険料の額の通知） 

第２２条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを世帯主に通知しなけれ

ばならない。その額に変更があったときも、同様とする。 

（保険料の督促） 

第２３条 納付義務者が納期限までに保険料を納付しないときは、市長は、納期限後２０日

以内に督促状を発しなければならない。ただし、第２５条の規定による保険料の徴収を猶

予する場合は、この限りでない。 

（延滞金） 

第２４条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該

納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年１４．６パーセ

ント（当該納期限の翌日から１箇月を経過する日までの期間については年７．３パーセン

ト）の割合を乗じて得た額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。 

２ 前項の延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に１，０００円

未満の端数があるとき、又はその額が２，０００円未満であるときは、その端数金額又は

その全額を切り捨てる。 

３ 第１項の延滞金に１００円未満の端数があるとき、又はその額が１，０００円未満であ

るときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

４ 第１項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、３６５日当

たりの割合とする。 

５ 市長は、特別の理由があると認めるときは、第１項の規定による延滞金の全部又は一部

を免除することができる。 

（徴収猶予） 

第２５条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納

付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合において

は、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、６

箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。 

(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災

害を受け、又はその資産を盗まれたとき。 

(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。 

(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。 
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(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。 

２ 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由

を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

(1) 氏名及び住所 

(2) 納期限及び保険料の額 

(3) 徴収猶予を必要とする理由 

（保険料の減免） 

第２６条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに

対し、保険料を減免することができる。 

(1) 当該年度において、天災地変等によって生活が著しく困難となり、当該年度内にそ

の回復の見込みがない者 

(2) 次のいずれにも該当する者（資格取得日の属する月以後２年を経過する月までの間

に限る。）の属する世帯の納付義務者 

イ 被保険者の資格を取得した日において、６５歳以上である者 

ロ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者（当該資

格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限

る。）の被扶養者であった者 

(イ) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第３条第２項の規定による日

雇特例被保険者を除く。 

(ロ) 船員保険法の規定による被保険者 

(ハ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合

員 

(ニ) 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）の規定による私立学校教

職員共済制度の加入者 

(ホ) 健康保険法第１２６条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その

手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。た

だし、同法第３条第２項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇

特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第１２６条第３項の規定により

当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。 

(3) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者又はこれに準ずるもの 

(4) 前各号に掲げる者を除くほか、特別の事由があるもの 
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（平２０条例８・一部改正） 

（保険料に関する申告） 

第２７条 保険料の納付義務者は、毎年市長が指定した期日までに国民健康保険料申告書を

市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者

の前年中の所得につき地方税法第３１７条の２第１項の申告書が市長に提出されている

場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者（同

項ただし書の条例で定める者を除く。）である場合においては、この限りでない。 

（平２２条例８・全改） 

（特例対象被保険者等に係る届出） 

第２７条の２ 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届

書を市長に提出しなければならない。 

(1) 氏名及び住所 

(2) 特例対象被保険者等の氏名 

(3) 離職年月日 

(4) 離職理由 

２ 前項に規定する届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則（昭和５０年

労働省令第３号）第１７条の２第１項第１号に規定する雇用保険受給資格者証の提示を求

められた場合においては、これを提示しなければならない。 

（平２２条例１７・追加、平３０条例４・一部改正） 

第７章 罰則 

（罰則） 

第２８条 市は、世帯主が法第９条第１項若しくは第９項の規定による届出をせず、若しく

は虚偽の届出をした場合、又は同条第３項若しくは第４項の規定により被保険者証の返還

を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、１００，０００円以下の過

料を科する。 

（平１２条例１４・一部改正） 

第２９条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第１１３条の規定によ

り文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定によ

る当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、１００，０００

円以下の過料を科する。 

（平１２条例１４・一部改正） 
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第３０条 市は、虚りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する

過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の５倍に相当する金額以下の過料を

科する。 

第３１条 前３条の過料の額は、情状により、市長が定める。 

２ 前３条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発

付の日から起算して１０日以上を経過した日とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成元年４月１日から施行する。 

（平元条例９・一部改正） 

（関係条例の廃止） 

２ 次に掲げる条例は廃止する。 

(1) 久留米市国民健康保険条例（昭和３４年久留米市条例第６号） 

(2) 久留米市国民健康保険税条例（昭和２６年久留米市条例第８０号） 

（久留米市市税条例の一部改正） 

３ 久留米市市税条例（昭和２５年久留米市条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（経過規定） 

４ この条例の施行前に給付事由の発生した保険給付については、なお従前の例による。 

５ この条例の施行前に課した、又は課すべきであった国民健康保険税については、なお従

前の例による。 

６ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例） 

７ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年

中に所得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得（以下「公的年金等所得」

という。）について同条第４項に規定する公的年金等控除額（年齢６５歳以上である者に

係るものに限る。）の控除を受けた場合における第２０条の規定の適用については、同条

第１項第１号中「地方税法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額（」とあるのは、

「地方税法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額（所得税法第３５条第３項に規定

する公的年金等に係る所得については、同条第２項第１号の規定によって計算した金額か

ら１５０，０００円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第３１３条第３項」と
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あるのは「地方税法第３１３条第３項」と、「１１０万円」とあるのは「１２５万円」と

する。 

（平元条例９・追加、平９条例６・平１４条例３０・一部改正、平１５条例６・旧

第７項繰下、平１８条例２０・一部改正、平１８条例３３・旧第８項繰下、平２０

条例８・旧第９項繰上・一部改正、平２２条例１７・一部改正、平２７条例３０・

旧第８項繰上、令３条例８・一部改正） 

（延滞金の割合の特例） 

８ 当分の間、第２４条に規定する延滞金の年１４．６パーセントの割合及び年７．３パー

セントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合（平均貸付割合（租

税特別措置法第９３条第２項に規定する平均貸付割合をいう。）に年１パーセントの割合

を加算した割合をいう。以下この項において同じ。）が年７．３パーセントの割合に満た

ない場合には、その年中においては、年１４．６パーセントの割合にあってはその年にお

ける延滞金特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合とし、年７．３パー

セントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割

合（当該加算した割合が年７．３パーセントの割合を超える場合には、年７．３パーセン

トの割合）とする。 

（平１１条例３４・追加、平１４条例７・旧第１３条繰下、平１４条例３０・旧第

１４項繰下、平１５条例６・旧第１５項繰下、平１６条例５・旧第１６項繰下、平

１８条例３３・旧第１７項繰下、平２０条例８・旧第１８項繰上、平２２条例８・

旧第１７項繰上、平２５条例２６・一部改正、平２７条例３０・旧第９項繰上、令

２条例２９・一部改正） 

（平成３１年度以降の保険料の減免の特例） 

９ 平成３１年度以降の保険料（第１０条、第１３条、第１６条の２の２又は第１６条の２

の６の所得割額の部分に限る。）の減免に係る第２６条第２号の適用については、当分の

間、同号中「該当する者（資格取得日の属する月以後２年を経過する月までの間に限る。）」

とあるのは、「該当する者」とする。 

（平２２条例８・追加、平２３条例２０・旧第１１項繰上、平２７条例３０・旧第

１０項繰上、平３１条例５・一部改正） 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金） 

１０ 給与等（所得税法第２８条第１項に規定する給与等をいい、賞与（健康保険法第３条

第６項に規定する賞与をいう。）を除く。以下同じ。）の支払を受けている被保険者が療
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養のため労務に服することができないとき（新型コロナウイルス感染症（病原体がベータ

コロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関

に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染

症をいう。以下同じ。）に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染

症の感染が疑われるときに限る。）は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その

労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過した日から労務に服する

ことができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給

する。 

（令２条例２３・追加、令３条例８・一部改正） 

１１ 傷病手当金の額は、１日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近

の継続した３月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額（その額に、５

円未満の端数があるときは、これを切り捨て、５円以上１０円未満の端数があるときは、

これを１０円に切り上げるものとする。）の３分の２に相当する額（その額に、５０銭未

満の端数があるときは、これを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数があるときは、これ

を１円に切り上げるものとする。）とする。ただし、健康保険法第４０条第１項に規定す

る標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の３０分の１に相当する額（その額に、５

円未満の端数があるときは、これを切り捨て、５円以上１０円未満の端数があるときは、

これを１０円に切り上げるものとする。）の３分の２に相当する額（その額に、５０銭未

満の端数があるときは、これを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数があるときは、これ

を１円に切り上げるものとする。）を超えるときは、その額とする。 

（令２条例２３・追加） 

１２ 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して１年６月を超えないもの

とする。 

（令２条例２３・追加） 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等にかかる傷病手当金と給与等との調

整） 

１３ 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイ

ルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる

被保険者については、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただ

し、その受けることができる給与等の額が、附則第１１項の規定により算定される額より

少ないときは、その差額を支給する。 
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（令２条例２３・追加） 

１４ 前項に規定する被保険者が、その受けることができるはずであった給与等の全部又は

一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を

受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないとき

はその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当

金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。 

（令２条例２３・追加） 

１５ 前項の規定により市が支給した額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴

収する。 

（令２条例２３・追加） 

附 則（平成元年３月３１日条例第４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成元年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の久留米市国民健康保険条例の規定は、平成元年度分の国民健康保険料から適用

し、昭和６３年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 

附 則（平成元年３月３１日条例第９号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成元年４月１日から施行する。ただし、改正後の附則第１０項の規定は、

平成２年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の久留米市国民健康保険条例（以下「改正後の条例」という。）附則第７項の規

定は、平成元年度分の国民健康保険料から適用し、昭和６３年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。 

３ 改正後の条例附則第１０項の規定は、平成２年度分の国民健康保険料から適用し、平成

元年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。 

附 則（平成２年３月２９日条例第１５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の久留米市国民健康保険条例の規定は、平成２年度分の国民健康保険料から適用
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し、平成元年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。 

附 則（平成３年４月１日条例第２２号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の久留米市国民健康保険条例第２０条の規定は、平成３年度以降の年度分の保険

料について適用し、平成２年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

附 則（平成４年４月１日条例第１２号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の久留米市国民健康保険条例（以下「改正後の条例」という。）第６条第１項の

規定は、この条例の施行の日以後に生じた出産に係る助産費から適用し、同日前に生じた

出産に係る助産費については、なお従前の例による。 

３ 改正後の条例第２０条第２号の規定は、平成４年度以降の年度分の保険料について適用

し、平成３年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

附 則（平成５年４月１日条例第１５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の久留米市国民健康保険条例の規定は、平成５年度分の国民健康保険料から適用

し、平成４年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。 

附 則（平成６年４月１日条例第１１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成６年９月２８日条例第２０号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成６年１０月１日から施行する。ただし、第５章の改正規定及び第９条

第１号の改正規定（「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。）は、平成７年４

月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の久留米市国民健康保険条例（以下「改正後の条例」という。）第６条第１項の
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規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお

従前の例による。 

３ 改正後の条例第９条の規定は、平成７年度以降の年度分の保険料について適用し、平成

６年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

４ 健康保険法等の一部を改正する法律（平成６年法律第５６号）第４条の規定による改正

後の老人保健法附則第３条第１項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における改

正後の条例の規定の適用については、改正後の条例第９条第１号の規定中「医療費拠出金」

とあるのは、「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。 

附 則（平成７年３月３０日条例第５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成７年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の久留米市国民健康保険条例の規定は、平成７年度分の国民健康保険料から適用

し、平成６年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。 

附 則（平成８年３月２９日条例第４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の久留米市国民健康保険条例の規定は、平成８年度分の国民健康保険料から適用

し、平成７年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。 

附 則（平成９年３月２８日条例第６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成９年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の久留米市国民健康保険条例の規定は、平成９年度分の国民健康保険料から適用

し、平成８年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。 

附 則（平成１０年３月３１日条例第１０号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１０年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の久留米市国民健康保険条例の規定は、平成１０年度以降の年度分の国民健康保

118



 久留米市国民健康保険条例  

険料について適用し、平成９年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例によ

る。 

附 則（平成１０年３月３１日条例第１５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１０年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の久留米市国民健康保険条例の規定は、平成１０年度以降の年度分の国民健康保

険料について適用し、平成９年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例によ

る。 

附 則（平成１１年３月３１日条例第９号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１１年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の久留米市国民健康保険条例の規定は、平成１１年度以降の年度分の国民健康保

険料について適用し、平成１０年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例に

よる。 

附 則（平成１１年３月３１日条例第１８号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１１年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の久留米市国民健康保険条例の規定は、平成１１年度以降の年度分の国民健康保

険料について適用し、平成１０年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例に

よる。 

附 則（平成１１年１２月２２日条例第３４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の附則第１３項の規定は、延滞金のうち平成１２年１月１日以降の期間に対応す

るものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。 

附 則（平成１２年３月２８日条例第１４号） 

（施行期日） 
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１ この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の国民健康保険条例（以下「新条例」という。）第９条から第１

６条の６、第１９条及び第２０条の規定は、平成１２年度分の保険料から適用し、平成１

１年度分の保険料については、なお従前の例による。 

３ 新条例第２８条及び第２９条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法

施行法（平成９年法律第１２４号）第３７条において従前の例によることとされる場合に

おけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。 

附 則（平成１４年３月２９日条例第７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１４年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の附則第１３項の規定は、平成１４年度以後の年度分の保険料について適用し、

平成１３年分までの保険料については、なお従前の例による。 

附 則（平成１４年９月３０日条例第３０号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１４年１０月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条中第２７条の改正規定並びに附則第１４条を附則第１５条とする改正規定、

附則第１３項を附則第１４項とする改正規定、附則第１２項の改正規定、同項を附則第

１３項とする改正規定、附則第１１項の改正規定、同項を附則第１２項とする改正規定

及び附則第１０項の次に１項を加える改正規定 平成１５年１月１日 

(2) 第２条の規定 平成１５年４月１日 

（適用区分） 

２ 第１条の規定による改正後の久留米市国民健康保険条例第９条の２、第９条の３及び第

１１条並びに附則第７項から附則第９項まで及び附則第１１項から附則第１５項までの

規定は、平成１５年度分の保険料から適用し、平成１４年度分の保険料については、なお

従前の例による。 

附 則（平成１５年３月３１日条例第６号） 

この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 
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附 則（平成１６年３月３０日条例第５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１６年４月１日から施行する。ただし、第２７条の改正規定、附則第

１５項の改正規定及び附則第１６項を附則第１７項とし、附則第１５項の次に１項を加え

る改正規定は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の第１２条、第１６条、第１６条の３、第１６条の５、附則第１

５項及び附則第１６項の規定は、平成１６年度以降の年度分の保険料について適用し、平

成１５年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

３ この条例による改正後の第２７条の規定は、平成１７年度以降の年度分の保険料につい

て適用し、平成１６年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

附 則（平成１６年１２月２８日条例第５６号） 

この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年３月３１日条例第６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の附則第９項の規定は、平成１７年度以降の年度分の保険料について適用し、平

成１６年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

附 則（平成１７年６月３０日条例第３２号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第９条の３、第１６条の２及び附則第７項の規定は、平成１７

年度以降の年度分の保険料について適用し、平成１６年度分までの保険料については、な

お従前の例による。 

附 則（平成１８年３月３０日条例第１１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第１及び別表第２の規定は、平成１８年度以降の年度分の
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保険料について適用し、平成１７年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

附 則（平成１８年３月３０日条例第２０号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の附則第８項及び附則第１８項から第２１項までの規定は、平成

１８年度以後の年度分の保険料について適用し、平成１７年度分までの保険料については、

なお従前の例による。 

附 則（平成１８年９月２９日条例第３３号） 

（施行期日） 

１ この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成１８年１０月１日から、

第３条の規定は平成１９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第２条の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従

前の例による。 

附 則（平成１９年３月２９日条例第３号） 

この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２８日条例第８号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。ただし、第２条第４号の改正規定は、

平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第１及び別表第２の規定は、平成２０年度以降の年度分の

保険料について適用し、平成１９年度までの保険料については、なお従前の例による。 

附 則（平成２０年１２月２６日条例第４４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２１年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行日前に出産した被保険者に係る第６条の規定により支給される出産育

児一時金の額は、なお従前の例による。 

附 則（平成２１年３月３０日条例第１４号） 
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この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年９月２４日条例第２８号） 

この条例は、平成２１年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月２９日条例第８号） 

（施行期日） 

１ この条例中第１条の規定は、公布の日から、第２条の規定は、平成２２年４月１日から

施行する。この場合において、第１条の規定による改正後の久留米市国民健康保険条例の

規定は、平成２２年１月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の久留米市国民健康保険条例の規定は、平成２２年度以後の年度

分の保険料について適用し、平成２１年度分までの保険料については、なお従前の例によ

る。 

附 則（平成２２年３月３１日条例第１７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の久留米市国民健康保険条例の規定は、平成２２年度以後の年度

分の保険料について適用し、平成２１年度分までの保険料については、なお従前の例によ

る。 

附 則（平成２２年６月２９日条例第２４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の第８条、第９条の３第１項第２号及び附則

第７項の規定は平成２２年５月１９日から、改正後の第１１条第１項及び第２０条第１項

第１号の規定は平成２２年６月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の久留米市国民健康保険条例の規定は、平成２２年度以後の年度

分の保険料について適用し、平成２１年度分までの保険料については、なお従前の例によ

る。 

附 則（平成２３年３月３１日条例第２０号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る改正後の第６条の規定による出産育

児一時金の額については、なお従前の例による。 

附 則（平成２５年３月２８日条例第１７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の久留米市国民健康保険条例第１２条の３及び第１６条の２の

５の規定は、平成２５年度以後の年度分の保険料について適用し、平成２４年度分までの

保険料については、なお従前の例による。 

附 則（平成２５年９月２６日条例第２６号） 

（施行期日） 

１ この条例中第２１条第１項及び附則第７項の改正規定は公布の日から、附則第９項の改

正規定は、平成２６年１月１日から施行する。 

（延滞金に関する経過措置） 

２ 改正後の附則第９項の規定は、延滞金のうち平成２６年１月１日以後の期間に対応する

ものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 

附 則（平成２６年３月２７日条例第６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第２０条第１項の規定は、平成２６年度以後の年度分の保険料

について適用し、平成２５年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

附 則（平成２６年１２月１７日条例第６４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、改正

後の第６条第１項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成２７年３月２７日条例第３０号） 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
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附 則（平成２９年３月２９日条例第８号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第１１条第１項及び第２０条第１項第１号の規定は、平成２９年度以後の年度

分の保険料について適用し、平成２８年度以前の年度分の保険料については、なお従前の

例による。 

附 則（平成３０年３月２８日条例第４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第６章の規定は、平成３０年度以後の年度分の保険料について

適用し、平成２９年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

附 則（平成３１年３月２７日条例第５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２２年度から平成３０年度までの間に、この条例による改正前の久留米市国民健康

保険条例附則第９項の規定により読み替えられた第２６条の規定によりなされた保険料

の減免については、なお従前の例による。 

附 則（令和２年５月１日条例第２３号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第１０項から第１５項までの規定は、傷

病手当金の支給を始める日が令和２年１月１日から規則で定める日までの間に属する場合

について適用する。 

附 則（令和２年６月３０日条例第２９号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

（延滞金に関する経過措置） 

２ 改正後の附則第８項の規定は、施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、

同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。 

附 則（令和３年３月２９日条例第８号） 
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（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、附則第１０項の改正規定は、公

布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第１１条第１項、第２０条第１項及び附則第７項の規定は、令

和３年度以後の年度分の保険料について適用し、令和２年度以前の年度分の保険料につい

ては、なお従前の例による。 

附 則（令和３年１２月２２日条例第２９号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、改正

後の第６条第１項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（令和４年３月３０日条例第４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第２０条の３の規定は、令和４年度以後の年度分の保険料につ

いて適用し、令和３年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 
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久留米市国民健康保険条例施行規則 

平成元年３月３１日 

久留米市規則第８号 

第１章 総則（第１条） 

第２章 久留米市国民健康保険事業の運営に関する協議会（第２条―第６条） 

第３章 被保険者（第７条―第９条） 

第４章 保険給付（第１０条―第１２条） 

第５章 保険料（第１３条―第１５条） 

第６章 雑則（第１６条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、久留米市国民健康保険条例（昭和６３年久留米市条例第３９号。以下

「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２章 久留米市国民健康保険事業の運営に関する協議会 

（平３０規則５・改称） 

（会長の職務） 

第２条 会長は、久留米市国民健康保険事業の運営に関する協議会（以下「協議会」という。）

の会務を掌理し、会議のときは議長となる。 

（平３０規則５・一部改正） 

（会議） 

第３条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。 

（会議の定足数） 

第４条 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開会することができない。 

（議事の決定） 

第５条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決定し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。 

（庶務） 

第６条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。 

（平３規則１６・平９規則４２・平１７規則１３４・一部改正） 
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第３章 被保険者 

（被保険者としない者） 

第７条 条例第４条第２号に指定する規則で定めるものとは、次の表の左欄に掲げる者につ

いて同表の中欄に掲げる金額が同表の右欄に掲げる金額に満たないものをいう。 

１ 療養の給付を受け

る場合に自己負担金

を支払うことを要し

ない者 

当該年度の収入（老齢福祉年

金、仕送り等を含み、当該施設か

らいわゆる個人的経費として支

給されるものは含まない。以下同

じ。）と活用できる資産の合計額 

当該年度において課される保

険料の額と小遣いに相当する額

の合計額 

２ 療養の給付を受け

る場合に自己負担金

を支払うことを要す

る者 

当該年度の収入と活用できる

資金の合計額 

当該年度において課される保

険料の額と療養の給付を受ける

場合に支払うこととなる自己負

担金の額と小遣いに相当する額

の合計額 

２ 前項の表において自己負担金の額とは、６５歳以上の被保険者に係る直近の年度の入院、

入院外及び歯科に係るそれぞれの診療費の総額をその年度に療養の給付を受けた６５歳

以上の被保険者の数で除して得た額を基礎として定めるものとし、小遣いに相当する額と

は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの入所者１人当たりに係る当該年度の措置費

の生活費に相当する額の１０分の１に相当する額を基準として定めるものとする。 

（被保険者証の更新） 

第８条 被保険者証は、毎年８月１日に更新する。 

（平２９規則４７・一部改正） 

第９条 削除 

（平２３規則９８） 

第４章 保険給付 

（給付事由が第三者の行為による場合の届出） 

第１０条 被保険者が療養の給付を受けようとする場合において、その給付事由が第三者の

行為により生じたものであるときは、世帯主は、第三者の行為による傷病届（第１号様式）

を市長に提出しなければならない。 

（平２３規則９８・平２７規則８３・一部改正） 
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（出産育児一時金） 

第１１条 条例第６条第１項に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は、国民

健康保険出産育児一時金支給申請書（第３号様式）を市長に提出しなければならない。こ

の場合において申請者は、被保険者証、母子手帳及び出産経費を明らかにする書類その他

必要な書類を提示しなければならない。 

２ 市長は、前項の出産育児一時金の申請を行った者の出産が健康保険法施行令（大正１５

年勅令第２４３号）第３６条ただし書に規定する出産であると認められるときは、条例第

６条第１項ただし書の規定により、当該出産育児一時金に１万２千円を加算する。 

（平６規則４０・平２０規則１３９・平２１規則６５の２・平２６規則１０５・平

２７規則８３・令３規則５６一部改正） 

（葬祭費の申請手続） 

第１２条 葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書（第４号様

式）に火葬許可証その他の葬祭を行ったことを証する書類を添えて、市長に提出しなけれ

ばならない。この場合において申請者は、被保険者証を提示しなければならない。 

（平２９規則６５・一部改正） 

第５章 保険料 

（国民健康保険料の申告） 

第１３条 条例第２７条の規定による申告は、国民健康保険料申告書（第５号様式）によら

なければならない。 

（納付通知書、納付書及び督促状等の様式） 

第１４条 納付通知書、納付書、督促状等の様式は、当該各号に掲げるところによる。 

(1) 国民健康保険料納付通知書 第６号様式 

(2) 特別徴収開始通知書 第７号様式 

(3) 特別徴収変更（停止）通知書 第７号様式の２ 

(4) 久留米市国民健康保険料領収証書及び納付書兼納付済通知書 第８号様式 

(5) 久留米市国民健康保険料督促状兼領収証書 第９号様式 

(6) 久留米市国民健康保険料督促状 第９号様式の２ 

（平１４規則２４・平１７規則１４６・平１９規則４１・平２０規則１０７の２・

平２３規則９８・平２６規則７４・平２７規則３・一部改正） 

（過誤納金等の充当等） 

第１５条 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号。以下「法」という。）第７６条の
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４によって準用される介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１３９条第２項に規定す

る場合を除き、保険料の納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金（以下「過誤納金」とい

う。）がある場合において、当該納付義務者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金

の未納に係る徴収金に充当する。 

２ 法第７６条の４によって準用される介護保険法第１３９条第３項の規定により過誤納

金を納付義務者の未納に係る徴収金に充当しようとするときは、国民健康保険法施行規則

（昭和３３年厚生省令第５３号）第３２条の２９の規定に基づき、国民健康保険料（税）

過誤納金充当（還付）事前通知書（第１０号様式）によってあらかじめ当該納付義務者に

対し通知するものとする。 

３ 市長は、過誤納金を還付するとき又は充当したときは、直ちに当該納付義務者に対し、

国民健康保険料（税）過誤納金還付（充当）通知書（第１１号様式）によつて、これを通

知する。 

４ 保険料の納付義務者は、過誤納金の返還を受けようとするときは、国民健康保険料還付

申立書（第１２号様式）を市長に提出するものとする。 

（平１４規則２４・平２３規則１２・平２３規則９８・平２７規則３・一部改正） 

第６章 雑則 

（徴収職員） 

第１６条 市長又はその委任を受けた職員（以下「徴収職員」という。）は、保険料の賦課

徴収に関する調査のための質問及び検査並びに保険料に関する徴収金の滞納処分を行う。 

２ 徴収職員は、その身分を証明する徴収職員証（第１３号様式）を携帯し、関係人の請求

があつたときは、これを提示しなければならない。 

（平１４規則２４・平１９規則１９・平２３規則１２・平２７規則３・一部改正） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成元年４月１日から施行する。 

（関係規則の廃止） 

２ 次に掲げる規則は、廃止する。 

(1) 久留米市国民健康保険給付規則（昭和３５年久留米市規則第２号） 

(2) 久留米市国民健康保険税条例施行規則（昭和４０年久留米市規則第１３号） 

(3) 久留米市国民健康保険運営協議会規則（昭和３４年久留米市規則第４号） 

附 則（平成元年７月１日規則第３５号）抄 
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（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３年４月１日規則第１６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成４年３月１６日規則第７号） 

この規則は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則（平成５年３月３１日規則第１６号） 

この規則は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成６年９月３０日規則第４０号） 

この規則は、平成６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成７年６月２９日規則第１９号） 

この規則は、平成７年７月１日から施行する。 

附 則（平成９年３月２７日規則第１３号） 

この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年４月１日規則第４２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１２年５月２９日規則第４５号） 

この規則は、平成１２年６月１日から施行する。 

附 則（平成１４年３月２９日規則第２４号） 

この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年３月３１日規則第２７号） 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年３月３１日規則第１３４号） 

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年３月３１日規則第１４６号） 

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月３０日規則第１９号）抄 

（施行期日等） 

１ この規則は、平成１９年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（久留米市国民健康保険条例施行規則に関する経過措置） 

１６ 収入役在職期間中に限り、第２１条の規定による改正後の久留米市国民健康保険条例
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施行規則第７号様式、第８号様式、第９号様式の表面及び第１０号様式(2)の表面中「久

留米市会計管理者」とあるのは「久留米市収入役」とする。 

附 則（平成１９年５月３１日規則第４１号） 

この規則は、平成１９年６月１日から施行する。 

附 則（平成２０年５月３０日規則第１０７号の２） 

この規則は、平成２０年６月１日から施行する。 

附 則（平成２０年１２月２６日規則第１３９号） 

この規則は、平成２１年１月１日から施行する。 

附 則（平成２１年９月３０日規則第６５号の２） 

この規則は、平成２１年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２２年５月３１日規則第５１号） 

この規則は、平成２２年６月１日から施行する。 

附 則（平成２３年３月８日規則第１２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２３年１２月２８日規則第９８号） 

この規則は、平成２４年１月１日から施行する。 

附 則（平成２５年１２月２６日規則第７６号） 

この規則は、平成２６年１月１日から施行する。 

附 則（平成２６年６月３０日規則第７４号） 

この規則は、平成２６年７月１日から施行する。 

附 則（平成２６年１２月２４日規則第１０５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２７年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金に加算する額につい

ては、改正後の第１１条第２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成２７年３月１０日規則第３号） 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年９月１日規則第５７号） 

この規則は、平成２７年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２７年１１月２７日規則第７４号） 
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この規則は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の施行の日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月２５日規則第８３号） 

この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日規則第４７号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年８月９日規則第４７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２９年８月１０日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の第８条の規定は、この規則の施行の日以後に新規に交付され、

又は更新される被保険者証について適用し、同日前に新規に交付され、又は更新された被

保険者証については、なお従前の例による。 

附 則（平成２９年１２月２８日規則第６５号） 

この規則は、平成３０年１月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月１２日規則第５号） 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 
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久留米市国民健康保険財政調整積立基金条例 

平成３年１２月２６日 

久留米市条例第３７号 

（設置） 

第１条 国民健康保険事業の円滑な運営を図るため、久留米市国民健康保険財政調整積立基

金（以下「基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる金額は、国民健康保険事業特別会計に係る決算剰余金のうち、

各年度において財政運営上積み立てることが可能と認められる金額の範囲内とする。 

２ 前項に定めるもののほか、前条に規定する目的を達成するため必要な場合は、予算の定

めるところにより、基金として積み立てることができる。 

（平２８条例２・一部改正） 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管

しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。 

（繰替運用） 

第４条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を確実な繰戻しの方

法、期間及び利率を定めて歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

（処分） 

第５条 市長は、国民健康保険事業に必要な経費の変動により国民健康保険事業特別会計の

財源に不足が生じる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。 

（運用益金の処理） 

第６条 基金の運用から生じる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、

この基金に積み立てるものとする。 

（委任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日条例第２号） 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 
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久留米市高額療養費支払資金貸付基金条例 

昭和５２年４月１日 

久留米市条例第１４号 

（目的及び設置） 

第１条 本市は、高額療養費支払資金（以下「資金」という。）を貸付けることにより、市

民の保健を向上させ、もって福祉の増進を図るため、久留米市高額療養費支払資金貸付基

金（以下「基金」という。）を設置する。 

（基金の額） 

第２条 基金の額は、１，０００万円とする。 

（昭５６条例６・昭５６条例３５・昭５９条例９・平２条例１４・平７条例１３・

平１４条例１・平１６条例５５・平３１条例６・一部改正） 

（貸付対象者） 

第３条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に定める要件を備えているもの

とする。 

(1) 久留米市国民健康保険の被保険者であること。 

(2) 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号。以下「法」という。）第５７条の２

第１項の規定により高額療養費の支給を受けることができる世帯の世帯主であること。 

(3) 償還を確実に完遂できると市長が認める者であること。 

（貸付金額） 

第４条 資金の貸付金額は、高額療養費支給見込額を限度として市長が別に定める。 

（平７条例１３・全改） 

（貸付条件） 

第５条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 貸付利率 無利子 

(2) 貸付期限 本市から第３条の規定による高額療養費の支給を受ける日まで 

(3) 償還方法 一括払 

（平７条例１３・旧第６条繰上） 

（繰上償還） 

第６条 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ資金の繰上償還をすることができる。 

（平７条例１３・旧第７条繰上） 

 

135



 

 

久留米市高額療養費支払資金貸付基金条例 

 

（貸付金の返還） 

第７条 市長は、偽りその他不正な行為によって資金の貸付けを受けた者があるときは、当

該貸付金の全部を直ちに返還させるものとする。この場合においては、当該貸付金の貸付

けの日から返還日までの日数に応じ当該貸付金額につき年１４．５パーセントの割合で計

算した違約金を当該貸付金に加算する。 

２ 貸付けを受けた額が、法第５７条の２第１項の規定により支給される高額療養費の額よ

り多い場合は、その差額を当該高額療養費の支給日までに返還しなければならない。 

（平７条例１３・旧第８条繰上） 

（繰替運用） 

第８条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を

定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

（平１４条例２・追加） 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

（平７条例１３・旧第９条繰上、平１４条例２・旧第８条繰下） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和５２年４月１日から施行し、同日以後の診療に係る分から適用する。 

（平１６条例５５・旧附則・一部改正） 

（編入に伴う経過措置） 

２ 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日の前日までに、田主丸町国民健康保険

高額療養資金貸付基金条例（昭和５３年田主丸町条例第１６号）、北野町国民健康保険高

額療養資金貸付基金条例（昭和５３年北野町条例第１７号）、城島町国民健康保険高額療

養資金貸付基金条例（昭和５３年城島町条例第２１号）又は三潴町国民健康保険高額療養

資金貸付基金条例（昭和５３年三潴町条例第１６号）の規定によりなされた処分、手続そ

の他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

（平１６条例５５・追加） 

附 則（昭和５６年３月３１日条例第６号） 

この条例は、昭和５６年４月１日から施行し、同日以後の診療に係る分から適用する。 

附 則（昭和５６年８月１０日条例第３５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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附 則（昭和５９年３月３１日条例第９号） 

この条例は、昭和５９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２年３月２９日条例第１４号） 

この条例は、平成２年４月１日から施行する。 

附 則（平成７年７月５日条例第１３号） 

この条例は、平成７年８月１日から施行し、改正後の第４条の規定は、平成７年７月１日

以降の診療に係る資金の貸付けから適用する。 

附 則（平成１４年３月２９日条例第１号） 

この条例は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１４年３月２９日条例第２号） 

この条例は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年１２月２８日条例第５５号） 

この条例は、平成１７年２月５日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２７日条例第６号） 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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久留米市高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則 

平成７年７月６日 

久留米市規則第２３号 

久留米市高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則（昭和５２年久留米市規則第２４号）

の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、久留米市高額療養費支払資金貸付基金条例（昭和５２年久留米市条例

第１４号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（貸付申請） 

第２条 高額療養費支払資金（以下「資金」という。）の貸付けを受けようとする者は、国

民健康保険被保険者証を提示のうえ、国民健康保険高額療養費支払資金貸付申請書（第１

号様式）に国民健康保険高額療養費支払資金貸付金請求書（第２号様式）を添付して、市

長に申請しなければならない。 

２ 前項の申請を行おうとするときは、当該申請とともに国民健康保険法（昭和３３年法律

第１９２号）第５７条の２に規定する高額療養費の支給の申請を国民健康保険高額療養費

支給申請書（高額貸付用）（第３号様式）により行わなければならない。 

（平１１規則６０・平１６規則５２・平２６規則１０４・一部改正） 

（貸付金額） 

第３条 条例第４条に規定する高額療養費支給見込額を限度として市長が定める貸付金額

は、保険診療（調剤）合計金額から算出された被保険者自己負担額から負担限度額を差し

引いた額とする。ただし、被保険者自己負担額に１円未満の端数が生じた場合は、これを

切り捨てるものとする。 

（貸付の決定） 

第４条 市長は、第２条の規定による貸付けの申請があつたときは、その内容を審査し、資

金を貸し付けることに決定したときは国民健康保険高額療養費支払資金貸付決定通知書

（第４号様式）により、資金を貸し付けないことに決定したときは国民健康保険高額療養

費支払資金貸付不承認決定通知書（第５号様式）により、申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、国民健康保険高額療養費支払資金を貸し付けることに決定した場合は、通知を

省くことができる。 

（平１１規則６０・平１２規則６４・平１６規則５２・平２６規則１０４・一部改

正） 
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（帳簿による整理） 

第５条 市長は、資金の貸付け及び償還については帳簿により整理をするものとする。 

（平１１規則６０・旧第７条繰上、平１６規則５２・旧第６条繰上） 

（委任） 

第６条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

（平１１規則６０・旧第８条繰上、平１６規則５２・旧第７条繰上） 

附 則 

この規則は、平成７年８月１日から施行する。 

附 則（平成１１年１２月２７日規則第６０号） 

この規則は、平成１２年１月１日から施行する。 

附 則（平成１２年１２月２８日規則第６４号） 

この規則は、平成１３年１月１日から施行する。 

附 則（平成１６年１２月２８日規則第５２号） 

この規則は、平成１７年１月１日から施行する。 

附 則（平成２６年１２月２４日規則第１０４号） 

この規則は、平成２７年１月１日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月２５日規則第８４号） 

この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 
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久留米市はり・きゅう・マッサージ施術規則 

平成２０年３月３１日 

久留米市規則第８２号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、久留米市国民健康保険の被保険者及び久留米市に住所を有する高齢者

等のはり・きゅう・マッサージ施術料の助成について必要な事項を定めるものとする。 

（助成対象者） 

第２条 この規則において施術料の助成対象者（以下「対象者」という。）とは、次に掲げ

る者をいう。 

(1) 久留米市国民健康保険の被保険者（以下「国保の被保険者」という。） 

(2) 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づき記録されている７５歳以上の

者及び６５歳以上７５歳未満の者であって高齢者の医療の確保に関する法律施行規則

（平成１９年厚生労働省令第１２９号）で定めるところにより、高齢者の医療の確保に

関する法律施行令（平成１９年政令第３１８号）第３条で定める程度の障害の状態にあ

る旨の後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの（以下「高齢者」という。） 

（平２４規則４９・一部改正） 

（はり・きゅう・マッサージの施術） 

第３条 はり・きゅう・マッサージの施術は、市長が指定したはり師、きゅう師及びあん摩

マッサージ指圧師（以下「はり・きゅう・マッサージ師」という。）が行うものとする。 

（はり・きゅう・マッサージ師の指定） 

第４条 はり・きゅう・マッサージ師は、次に掲げる要件を備える者のうちから市長が指定

する。 

(1) はり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許を有すること。 

(2) 市内に施術所を有すること。 

(3) 久留米市暴力団排除条例（平成22年久留米市条例第19号）第2条第2号に規定する暴

力団員でないこと。 

(4)  久留米市暴力団排除条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有す

る者でないこと。 

(5) 国民健康保険被保険者又は後期高齢者医療被保険者である場合は、保険料の滞納が

ないこと。 

２ 前項の指定を受けようとする者は、はり・きゅう・マッサージ師指定申請書（第1号様
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式）のほか、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

（1）はり・きゅう・あん摩マッサージ師免許証の写し 

（2）施術所開設証明書又は管轄の保健所で受付済みの施術所開設届の写し 

（3）健康保険証の写し 

３ 市長は、はり・きゅう・マッサージ師を指定したときは、はり・きゅう・マッサージ師

指定書（第２号様式。以下「指定書」という。）を交付する。 

４ はり・きゅう・マッサージ師は、第２項に規定する申請事項に変更があったときは、速

やかにはり・きゅう・マッサージ師指定申請事項変更届（第３号様式）を市長に提出しな

ければならない。 

（令和３規則第４・一部改正） 

（施術の範囲及び方法） 

第５条 施術料の助成対象となるはり・きゅう・マッサージ師が行う施術の範囲は、はり、

きゅう及びマッサージとする。ただし、末しょう神経疾患及び運動器疾患に限る。 

２ 前項のはり、きゅう又はマッサージの施術は、あわせて行うことができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、次に掲げる施術は助成の対象としない。 

(1) 久留米市国民健康保険及び後期高齢者医療から療養費の支給を受けるはり、きゅう

及びマッサージ施術 

(2) はり・きゅう・マッサージ師が、自分の属する世帯の世帯員に対して行う施術 

（施術回数の限度） 

第６条 施術料の助成を受けるはり、きゅう又はマッサージの施術は、１人につき１日当た

り１回とし、１月につき４回以内とする。 

２ 市長が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、１月につき４回を超えて施

術料の助成を受けるはり、きゅう又はマッサージの施術を受けることができる。この場合

において、１の年度につき４８回を超えることはできない。 

（平２９規則１１・全改 令和３規則第４・一部改正） 

（受診手続等） 

第７条 対象者は、施術料の助成を受けようとするときは、国保の被保険者の場合にあって

は当該被保険者の属する世帯の世帯主が、高齢者の場合にあっては当該本人が、はり・き

ゅう・マッサージ受診証交付申請書（第４号様式）を市長に提出して、次の各号に掲げる

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める受診証の交付を受けなければならない。 

(1) 国保の被保険者の場合 久留米市国民健康保険はり・きゅう・マッサージ受診証（第
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５号様式） 

(2) 高齢者の場合 久留米市高齢者はり・きゅう・マッサージ受診証（第６号様式） 

２ 前項の規定にかかわらず、国保の被保険者で申請時において国民健康保険法（昭和３３

年法律第１９２号）第９条第６項に規定する被保険者資格証明書又は国民健康保険法施行

規則（昭和３３年厚生省令第５３号）第７条の２第２項に規定する更新期日を通例定める

期日より前の期日を定めた被保険者証の交付を受けている世帯に属するものについては、

前項のはり・きゅう・マッサージ受診証の交付を受けることができない。 

３ はり・きゅう・マッサージ師は、対象者から施術を求められたときは、第１項のはり・

きゅう・マッサージ受診証により助成を受けて施術を受ける資格があることを認めたのち

施術を行うものとする。 

（負担金） 

第８条 市は、施術１回についての施術料金のうち８００円を負担する。ただし、当該施術

料金が８００円に満たない場合は、当該施術料金の額を負担する。 

２ 対象者は、はり、きゅう、マッサージの施術を受けたときは、その都度、施術料金から

前項に規定する負担金を差し引いた額をはり・きゅう・マッサージ師に支払わなければな

らない。 

（平２７規則７６・令和３規則第４・一部改正） 

（指定書及び施術料金表の掲示） 

第９条 はり・きゅう・マッサージ師は、当該施術所の見やすい箇所に、指定書及び施術料

金表を掲示しなければならない。 

（施術録） 

第１０条 はり・きゅう・マッサージ師は、施術の内容を明らかにするため、はり・きゅう・

マッサージ施術録（以下「施術録」という。）を備え、施術の都度必要な事項を記載しな

ければならない。 

２ 市長は、必要に応じ施術録を検査し、若しくは説明を求め、又は報告書を提出させるこ

とができる。 

３ 施術録は、施術完結の日から３年間保存しなければならない。 

（負担金の申請、請求及び支払） 

第１１条 はり・きゅう・マッサージ師は、第８条第１項に規定する負担金の支給を受けよ

うとするときは、はり・きゅう・マッサージ施術料金申請書兼請求書（第７号様式）に、

はり・きゅう・マッサージ施術明細書（第８号様式）を添えて翌月１０日までに市長に提

142



 

 

久留米市はり・きゅう・マッサージ施術規則 

 

出しなければならない。 

２ 市長は、前項の負担金の申請及び請求を受け付けたときは、その内容を審査し、はり・

きゅう・マッサージ施術料金交付決定通知書（第９号様式）により通知し、速やかに当該

はり・きゅう・マッサージ師に当該交付決定額を支払わなければならない。 

（令和３規則第４・一部改正） 

（はり・きゅう・マッサージ師の指定の辞退） 

第１２条 はり・きゅう・マッサージ師が第４条の規定による指定を辞退しようとするとき

は、１月以上の予告期間を設け、はり・きゅう・マッサージ師指定書を添えて、はり・き

ゅう・マッサージ師指定辞退届（第１０号様式）を市長に提出しなければならない。 

（はり・きゅう・マッサージ師の指定の取消し） 

第１３条 市長は、はり・きゅう・マッサージ師が次の各号のいずれかに該当する場合は、

はり・きゅう・マッサージ師の指定を取り消すことができる。 

(1) 第４条第１項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。 

(2) この規則の規定に違反したとき。 

(3) その他市長がはり・きゅう・マッサージ師として不適当と認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により、はり・きゅう・マッサージ師の指定を取り消した場合は、

はり・きゅう・マッサージ師指定取消通知書（第１１号様式）により通知するものとする。 

３ 第１項の規定により指定を取り消された者は、直ちにはり・きゅう・マッサージ師指定

書を市長に返納しなければならない。 

（補則） 

第１４条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２０年３月３１日までに久留米市国民健康保険はり・きゅう・マッサージ施術規則

においてはり・きゅう・マッサージ師の指定を受けている者は、この規則による指定を受

けているものとみなす。 

（久留米市国民健康保険はり・きゅう・マッサージ施術規則の廃止） 

３ 久留米市国民健康保険はり・きゅう・マッサージ施術規則（昭和３７年久留米市規則第

９号）は、廃止する。 
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附 則（平成２４年７月６日規則第４９号） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、「又は外国人登録法（昭和２７年法律第１

２５号）」を削り、「記録又は登録されている」を「記録されている」に改める部分は、平

成２４年７月９日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月２日規則第７６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２８年２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に交付されている久留米市国民健康保険はり・きゅう・マッサ

ージ受診証及び久留米市高齢者はり・きゅう・マッサージ受診証は、平成２８年３月３１

日までの間、なおその効力を有する。 

３ この規則の施行の際、この規則による改正前の第７号様式及び第８号様式で現に残存す

るものは、なお使用することができる。 

附 則（平成２８年１月２９日規則第７号） 

この規則は、平成２８年３月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２日規則第１１号） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月９日規則第４号） 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月２４日規則第６号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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久留米市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、国民健康保険法（昭和３３年１２月２７日法律第１９２号。以下 

「法」という。）第４４条の規定による一部負担金の徴収猶予及び減免（以下「減免

等」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（対象者） 

第２条 法第４４条第１項に規定する特別の理由がある被保険者は、一部負担金の支払

又は納付の義務を負う者の属する世帯の世帯主（擬制世帯主を含む。以下同じ。）又

は世帯員（以下「世帯主等」という。）であって、次の各号のいずれかに該当した者

をいう。 

（１） 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害（以下「災害等」という。）

により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けた 

（２） 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理

由により収入が減少した 

（３） 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した 

（４） 前３号に掲げる事由に類する事由があった 

 

（一部負担金の徴収猶予） 

第３条 市長は、世帯主等が前条各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困

難となった場合において必要と認めるときは、当該世帯主等に対し、適用開始日の属

する月を含めた６月後の末日を適用終了日として、適用開始日から適用終了日までの

期間（以下「適用期間」という。）、一部負担金の徴収を猶予するものとする。 

２ 市長は、前項の規定に基づいて徴収を猶予した一部負担金について、適用終了日の

属する月の翌月から起算して３月以内に徴収するものとする。 

 

（一部負担金の減免） 

第４条 市長は、世帯主等が第２条各号のいずれかに該当したことにより、その生活が

困難となった場合において必要と認めるときは、当該世帯主に対し、適用開始日の属

する月を含めた３月後の末日を適用終了日とした適用期間中、一部負担金を減額し、

又はその支払いを免除するものとする。ただし、引き続き一部負担金を減額し、又は

その支払いを免除する必要があると市長が認めるときは、世帯主の申請により、適用

期間をさらに連続する３月後の末日まで更新することができる。 

２ 前項の規定による減額又は免除の対象は、法第４２条に規定する一部負担金とし、

自己負担限度額を超過したことによって現物給付が行われた後の窓口負担額等に対
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する減額又は免除は行わない。 

 

（基準） 

第５条 第３条及び前条の規定による減免等の決定は、世帯単位で行うものとし、 そ

の認定の基準は、別表１のとおりとする。 

 

（申請） 

第６条 第３条及び第４条に規定する減免等を受けようとする者は、国民健康保険 一

部負担金減免・徴収猶予 申請書に別表２に定める書類を添えて申請するものとする。 

  ただし、急病、その他やむを得ない特別の事情により同表の書類の添付が難しい場

合は、申請時にその旨を申し出、当該書類を提出することができるに至った後、直ち

にこれを提出するものとする。 

２ 申請は世帯主が行うものとする。ただし、急病、その他やむを得ない特別の事情が

ある場合は、代理人が申請することができる。 

３ 第２条第１号の申請は、災害等が発生した日の翌日から起算して１年間を超えた場

合は、行うことができない。 

４ 第２条の申請は、申請時点で納期が到来している保険料を完納している、又は申請

時点で納期が到来している保険料の納付相談・指導において取り決めた保険料納付方

法を誠実に履行している者が行うことができる。 

 

 （適用開始日） 

第７条 第３条及び第４条の規定による減免等の適用開始日は、申請のあった日もしく

は、申請のあった日の属する月の翌月の初日のいずれかとする。 

 

（審査） 

第８条 市長は、第６条の申請があったときは、その内容を審査し、申請のあった日の

翌日から起算しておおむね１週間以内に減免等の承認もしくは不承認を決定するも

のとする。 

２ 市長は、必要と認めるときは、法第１１３条第１項及び第２項の規定に基づき、当

該世帯主等に対して、文書の提出等及び資料の提供を求め、質問を行うことができる。

この場合において、世帯主等が非協力的又は消極的であり、事実確認を得ることがで

きないときは、その申請を却下することができる。 

 

（収入額等の報告） 

第９条 前条第１項の規定により減免等の承認を受けた世帯主は、減免等の適用開始月

から適用終了月までの間、毎月分の国民健康保険 一部負担金減免・徴収猶予 収入額
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申告書を市長に提出しなければならない。 

 

（通知） 

第１０条 市長は、第８条の審査の結果、減免等を承認したときは、国民健康保険 一

部負担金減免・徴収猶予 承認証明書を発行するとともに、世帯主に対してその旨を

通知するものとする。減免等を承認しなかったときは、その旨を通知するものとする。 

 

（決定の取消） 

第１１条 市長は、減免等の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めた

ときは、その決定の全部又は一部を取り消し、減免等を行った一部負担金を一時に徴

収することができる。 

（１） 減免等を受けた者の資力が回復するなど（災害等を起因とする申請は除く）、

事情の変化により、減免等をすることが不適当であると認められるとき 

（２） 猶予していた一部負担金の納入を免れようとしたとき 

２ 市長は、前項第１号については不適当であると認められた月の翌月から、第２号に

ついては適用開始日まで遡って、減免等の決定を取り消すものとする。 

３ 市長は、偽りの申請、その他不正の行為により一部負担金の減免等の決定を受けた

ことを発見したときは、適用開始日まで遡って直ちに当該決定を取り消すものとする。

この場合において、減免等の決定を受けた者が保険医療機関等で既に療養の給付を受

けていたときは、市長は、減免等の決定を取り消した旨及び取消しの年月日を直ちに

当該保険医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取消しの日までの間に

減免によりその支払を免かれた額を当該保険者に返還させるものとする。 

 

（還付） 

第１２条 第８条の規定により減免の承認を受けた者が、その適用期間に保険医療機関

等で減額または免除をされていない一部負担金を支払ったときは、やむを得ない事情

がある場合に限り、支払った金額の還付を受けることができる。 

２ 前項に該当し、還付を受けようとする者は国民健康保険 一部負担金減免 還付申請

書に領収書を添えて申請するものとする。 

 

（災害救助法適用時の特例） 

第１３条 災害等により久留米市が災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第２条の

災害発生市町村として同法の適用を受けるときは、本要綱の規定にかかわらず、当該

災害等にかかる国からの通知等に基づき、減免等の運用を行うものとする。但し、本

要綱第８条、第１０条、第１１条第３項、第１４条、第１５条については、それを準

用するものとする。 
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（様式） 

第１４条 この要綱に定める様式は、次に定めるところによる。 

(1) 国民健康保険 一部負担金減免・徴収猶予 申請書 第１号様式 

(2) 国民健康保険 世帯構成及び収入見込額並びに資産の状況申告書 第２号様式 

(3) 国民健康保険 一部負担金減免・徴収猶予 同意書 第３号様式 

(4) 国民健康保険 一部負担金減免・徴収猶予 誓約書 第４号様式 

(5) 国民健康保険 一部負担金減免・徴収猶予 収入額申告書 第５号様式 

(6) 国民健康保険 一部負担金減免・徴収猶予 承認決定通知書 第６号様式 

(7) 国民健康保険 一部負担金減免・徴収猶予 不承認通知書 第７号様式 

(8) 国民健康保険 一部負担金減免・徴収猶予 承認証明書 第８号様式 

(9) 国民健康保険 一部負担金減免 還付申請書 第９号様式 

(10) 国民健康保険 一部負担金減免 還付申請結果通知書 第１０号様式 

 

（補則） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は、公布の日から施行し、平成３０年１０月１日から適用する。 

 

  附 則 

 この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は、令和３年１月１日から施行する。 
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 久留米市国民健康保険料減免取扱要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、久留米市国民健康保険条例（昭和６３年久留米市条例第３９号。以下

「条例」という。）第２６条の規定に基づく国民健康保険料（以下「国保料」という。）の

減免に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（減免の基準） 

第２条 納付義務者又はその世帯に属する被保険者が、次条から第９条までの規定に該当

し、その者の所有する資産等を活用しても国保料の納付が困難であると認めるときは、当

該各条で定めるところにより国保料を減免することができる。 

 

（災害による減免） 

第３条 納付義務者又はその世帯に属する被保険者の住宅、家財その他の財産が震災、風水

害、落雷、火災又はこれに類する災害によって損害を被り、損害程度が次の表の区分に該

当する場合は、その区分に応じ、災害発生以後に到来する１０期分の納期に係る国保料に

同表に掲げる減免率を乗じて得た額を減免することができる。 
 

損害程度 減 免 率 

全壊、全焼 １００％ 

大規模半壊、半壊、半焼、床上浸水 ５０％ 

 

２ 前項に定めるもののほか、災害救助法が適用された場合は、当該災害にかかる国の国保

料の減免に対する財政支援の基準に基づき減免することができる。 

 

 （貧困による減免） 

第４条 貧困のため生活保護を受ける者については、その受給開始以後に到来する納期に

係る国保料を減免することができる。 

 

 （所得の激減による減免）  

第５条 被保険者の傷病、失業又は事業の休廃止若しくは不振により、当該年中の見込所得

金額（退職金、雇用保険給付金及び傷病手当てを含む。）が激減し、生活が困難になった

場合においては、次の表に掲げる本年中の見込所得金額及び当該金額の前年の合計所得

金額（非自発的失業者で給与所得が３０／１００として算定された者にあっては３０／

１００を乗じて得た後の額）に対する所得の減少率の区分に応じ、国保料の所得割額に同

表右欄に掲げる率を乗じて得た額を減免することができる。ただし、減免後の国保料は、

本年中の見込の合計所得金額で算定した国保料を下回ることができない。 
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所得割額の減免率 

 本年中の見込所得金額 

所得の減少率 43 万円以下 
43 万円超 

60 万円以下 

60 万円超 

110 万円以下 

110 万円超 

160 万円以下 

160 万円超 

210万円以下 

210 万円超 

310万円以下 

30
パー

セント以上 50
パー

セント未満 100 パーセント 70 パーセント 60 パーセント 50 パーセント 30 パーセント 10 パーセント 

50
パー

セント以上 100 パーセント 90 パーセント 80 パーセント 60 パーセント 40 パーセント 20 パーセント 
 

〉〈前年の合計所得金額

額〉－本年中の見込所得金〈前年の合計所得金額
＝所得の減少率 

 

２ 前項の規定により、国保料の所得割額の減免を受ける者のうち、当該年中の見込所得金

額が、当該年度の軽減基準（条例第２０条に規定する国保料の減額の対象基準となる額を

いう。）以下の場合は、条例第２０条の規定に準じて当該年度の均等割額及び平等割額を

減免することができる。 

 

 （給付制限の場合の減免） 

第６条 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第５９条の規定により給付制限を受

ける者については、その期間に係る当該被保険者の国保料の全額を減免することができ

る。ただし、遡って減免する場合は、申請から２年間を限度とする。 

 

 （債務返済のための不動産の譲渡の場合の減免） 

第７条  前年において、他人の債務の返済のために不動産を譲渡した者で、国保料の納付 

が困難と認められる者については、その譲渡所得額に係る国保料の所得割額の範囲内で、

返済額に対応する額を減免することができる。 

 

 （旧被扶養者に係る減免） 

第８条 条例第２６条第２号に規定する被保険者（以下「旧被扶養者」という。）について、 

次の各号に定める国保料を、資格取得日の属する月以後から減免する。ただし、第４号及び

第５号の規定は、旧被扶養者が属する世帯が、条例第２０条第１項第１号に規定する７割軽

減該当世帯若しくは第２号に規定する５割軽減該当世帯又は国民健康保険法施行令第２９

条の７第２項第８号イに規定する特定世帯である場合は、適用しない。 

 (1) 旧被扶養者に係る所得割額の１００パーセント 

 (2) 条例第２０条第１項各号に規定する世帯以外の世帯（以下「非軽減世帯」という。）

に属する旧被扶養者に係る被保険者均等割額の５０パーセント 

 (3) 条例第２０条第１項第３号に規定する世帯（以下「２割軽減世帯」という。）に属す

る旧被扶養者に係る被保険者均等割額の３０パーセント 

 (4) 旧被扶養者のみで構成される世帯のうち非軽減世帯に係る世帯別平等割額の５０
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パーセント（当該非軽減世帯のうち国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号）

第２９条の７第２項第９号イに規定する特定継続世帯（以下「特定継続世帯」という。）

に属する旧被扶養者にあっては世帯別平等割２．５割軽減前の額の２５パーセント） 

(5) 旧被扶養者のみで構成される世帯のうち２割軽減世帯に係る世帯別平等割額の３

０パーセント（当該２割軽減世帯のうち特定継続世帯に属する旧被扶養者にあっては

世帯別平等割２．５割軽減及び減額賦課２割軽減前の額の１０パーセント） 

 

 （その他の減免） 

第９条 第３条から前条までに規定する減免のほか、市長が特に必要と認める場合は、それ

ぞれの事情に応じて、減免することができる。 

 

 （減免の申請） 

第１０条 国保料の減免を受けようとする納付義務者には、国民健康保険料減免申請書（第

１号様式）のほか、必要に応じて次に掲げる書類を提出させなければならない。 

 (1) 収入状況申告書 

 (2) 給与証明書 

 (3) 月別収入額 

 (4) り災証明書 

 (5) その他必要な証明書類 

 

 （実地調査等） 

第１１条 提出された国民健康保険料減免申請書及び添付書類については、面接又は実地

調査により、内容の審査を行い調査書（第２号様式）を作成するものとする。 

 

 （減免の決定） 

第１２条 市長は、国保料の減免を承認したときは国民健康保険料減免承認通知書（第３号

様式）により、国保料の減免を承認しないときは国民健康保険料減免不承認通知書（第４

号様式）により当該納付義務者に通知するものとする。 

 

 （減免の取消し） 

第１３条 市長は、偽りその他不正な行為により国保料の減免を受けた者があるときは、当

該減免を取り消し、減免により国保料の支払を免れた額を徴収することができる。 

２ 資力の回復その他の事情の変化により減免することが不適当と認められる者があると

きは、減免に係る国保料のうち、当該事情が生じた後に到来する納期分の減免を取り消す

ことができる。 

３ 前２項の規定により減免の取消しをしたときは、国民健康保険料減免取消通知書（第５

号様式）により当該納付義務者に通知するものとする。 
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久留米市国民健康保険料減免取扱要綱 

 

 （適用の時期等） 

第１４条 減免の対象となる国保料は、原則として、申請日以降に到来する納期に係る国保

料とする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、申請日以前に到来した納期であって

減免事由の発生以降に到来した納期に係る国保料についても対象とすることができる。 

２ 納付済みの国保料は、還付しない。ただし、納付義務者の意思とは関係なく納付された

場合、第３条による災害の場合、又は市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 

 

 （補則） 

第１５条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

  

    附  則 

 この要綱は、平成１４年６月１４日から施行し、平成１４年４月１日から適用する。 

    附  則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

    附  則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

    附  則 

 この要綱は、平成２４年７月２３日から施行し、平成２４年７月３日から適用する。 

    附  則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附  則 

 この要綱は、平成２７年６月１日から施行する。 

附  則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附  則 

 この要綱は、令和２年６月１日から施行する。 

附  則 

 この要綱は、令和２年９月１日から施行し、令和２年７月６日から適用する。 

附  則 

 この要綱は、令和３年１２月１日から施行する。 

附  則 

 この要綱は、令和４年１月１日から施行する。 
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○久留米市はり・きゅう・マッサージ施術規則 

平成２０年３月３１日 

久留米市規則第８２号 

改正 平成２４年７月６日規則第４９号 

平成２７年１２月２日規則第７６号 

平成２８年１月２９日規則第７号 

平成２９年３月２日規則第１１号 

平成３０年３月９日規則第４号 

令和３年３月２４日規則第６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、久留米市国民健康保険の被保険者及び久留米市に住所を有する高齢者等のは

り・きゅう・マッサージ施術料の助成について必要な事項を定めるものとする。 

（助成対象者） 

第２条 この規則において施術料の助成対象者（以下「対象者」という。）とは、次に掲げる者を

いう。 

(1) 久留米市国民健康保険の被保険者（以下「国保の被保険者」という。） 

(2) 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づき記録されている７５歳以上の者及び

６５歳以上７５歳未満の者であって高齢者の医療の確保に関する法律施行規則（平成１９年厚

生労働省令第１２９号）で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平

成１９年政令第３１８号）第３条で定める程度の障害の状態にある旨の後期高齢者医療広域連

合の認定を受けたもの（以下「高齢者」という。） 

（平２４規則４９・一部改正） 

（はり・きゅう・マッサージの施術） 

第３条 はり・きゅう・マッサージの施術は、市長が指定したはり師、きゅう師及びあん摩マッサ

ージ指圧師（以下「はり・きゅう・マッサージ師」という。）が行うものとする。 

（はり・きゅう・マッサージ師の指定） 

第４条 はり・きゅう・マッサージ師は、次に掲げる要件を備える者のうちから市長が指定する。 

(1) はり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許を有すること。 

(2) 市内に施術所を有すること。 

(3)  暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）でないこと。 

(4) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をい

う。）又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

(5) 国保の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者である場合は、保険料の滞納がないこと。 

２ 前項の指定を受けようとする者は、はり・きゅう・マッサージ師指定申請書（第 1号様式）に次に掲

げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（1）はり・きゅう・あん摩マッサージ師免許証の写し 
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（2）施術所開設証明書又は管轄の保健所で受付済みの施術所開設届の写し 

（3）健康保険証の写し 

３ 市長は、はり・きゅう・マッサージ師を指定したときは、はり・きゅう・マッサージ師指定書（第

２号様式。以下「指定書」という。）を交付する。 

４ はり・きゅう・マッサージ師は、第２項に規定する申請事項に変更があったときは、速やかには

り・きゅう・マッサージ師指定申請事項変更届（第３号様式）に当該変更を証する書類を添えて市長

に提出しなければならない。 

（施術の範囲及び方法） 

第５条 施術料の助成対象となるはり・きゅう・マッサージ師が行う施術の範囲は、はり、きゅう及び

マッサージとする。ただし、末しょう神経疾患及び運動器疾患に限る。 

２ 前項のはり、きゅう又はマッサージの施術は、あわせて行うことができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、次に掲げる施術は助成の対象としない。 

(1) 久留米市国民健康保険及び後期高齢者医療から療養費の支給を受けるはり、きゅう及びマッサー

ジ施術 

(2) はり・きゅう・マッサージ師が、自分の属する世帯の世帯員に対して行う施術 

（施術回数の限度） 

第６条 施術料の助成を受けるはり、きゅう又はマッサージの施術は、１人につき１日当たり１回と

し、１月につき４回以内とする。 

２ 市長が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、１月につき４回を超えて施術料の助成

を受けるはり、きゅう又はマッサージの施術を受けることができる。この場合において、１の年度に

つき４８回を超えることはできない。 

（平２９規則１１・全改） 

（受診手続等） 

第７条 対象者は、施術料の助成を受けようとするときは、国保の被保険者の場合にあっては当該被保

険者の属する世帯の世帯主が、高齢者の場合にあっては当該本人が、はり・きゅう・マッサージ受診

証交付申請書（第４号様式）を市長に提出して、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める受診証の交付を受けなければならない。 

(1) 国保の被保険者の場合 久留米市国民健康保険はり・きゅう・マッサージ受診証（第５号様式） 

(2) 高齢者の場合 久留米市高齢者はり・きゅう・マッサージ受診証（第６号様式） 

２ 前項の規定にかかわらず、国保の被保険者で申請時において国民健康保険法（昭和３３年法律第１

９２号）第９条第６項に規定する被保険者資格証明書又は国民健康保険法施行規則（昭和３３年厚生

省令第５３号）第７条の２第２項に規定する更新期日を通例定める期日より前の期日を定めた被保険

者証の交付を受けている世帯に属するものについては、前項のはり・きゅう・マッサージ受診証の交

付を受けることができない。 

３ はり・きゅう・マッサージ師は、対象者から施術を求められたときは、第１項のはり・きゅう・マ

ッサージ受診証により助成を受けて施術を受ける資格があることを認めたのち施術を行うものとす

る。 
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（負担金） 

第８条 市は、施術１回についての施術料金のうち８００円を負担する。ただし、当該施術料金が８０

０円に満たない場合は、当該施術料金の額を負担する。 

２ 対象者は、はり、きゅう、マッサージの施術を受けたときは、その都度、施術料金から前項に規定

する負担金を差し引いた額をはり・きゅう・マッサージ師に支払わなければならない。 

（平２７規則７６・一部改正） 

（指定書及び施術料金表の掲示） 

第９条 はり・きゅう・マッサージ師は、当該施術所の見やすい箇所に、指定書及び施術料金表を掲示

しなければならない。 

（施術録） 

第１０条 はり・きゅう・マッサージ師は、施術の内容を明らかにするため、はり・きゅう・マッサー

ジ施術録（以下「施術録」という。）を備え、施術の都度必要な事項を記載しなければならない。 

２ 市長は、必要に応じ施術録を検査し、若しくは説明を求め、又は報告書を提出させることができ

る。 

３ 施術録は、施術完結の日から３年間保存しなければならない。 

（負担金の申請、請求及び支払） 

第１１条 はり・きゅう・マッサージ師は、第８条第１項に規定する負担金の支給を受けようとすると

きは、はり・きゅう・マッサージ施術料金申請書兼請求書（第７号様式）に、はり・きゅう・マッサ

ージ施術明細書（第８号様式）を添えて翌月１０日までに市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の負担金の申請及び請求を受け付けたときは、その内容を審査し、はり・きゅう・マ

ッサージ施術料金交付決定通知書（第９号様式）により通知し、速やかに当該はり・きゅう・マッサ

ージ師に当該交付決定額を支払わなければならない。 

（はり・きゅう・マッサージ師の指定の辞退） 

第１２条 はり・きゅう・マッサージ師が第４条の規定による指定を辞退しようとするときは、１月以

上の予告期間を設け、はり・きゅう・マッサージ師指定書を添えて、はり・きゅう・マッサージ師指

定辞退届（第１０号様式）を市長に提出しなければならない。 

（はり・きゅう・マッサージ師の指定の取消し） 

第１３条 市長は、はり・きゅう・マッサージ師が次の各号のいずれかに該当する場合は、はり・きゅ

う・マッサージ師の指定を取り消すことができる。 

(1) 第４条第１項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。 

(2) この規則の規定に違反したとき。 

(3) その他市長がはり・きゅう・マッサージ師として不適当と認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により、はり・きゅう・マッサージ師の指定を取り消した場合は、はり・きゅ

う・マッサージ師指定取消通知書（第１１号様式）により通知するものとする。 

３ 第１項の規定により指定を取り消された者は、直ちにはり・きゅう・マッサージ師指定書を市長に

返納しなければならない。 

155



（補則） 

第１４条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２０年３月３１日までに久留米市国民健康保険はり・きゅう・マッサージ施術規則においては

り・きゅう・マッサージ師の指定を受けている者は、この規則による指定を受けているものとみなす。 

（久留米市国民健康保険はり・きゅう・マッサージ施術規則の廃止） 

３ 久留米市国民健康保険はり・きゅう・マッサージ施術規則（昭和３７年久留米市規則第９号）は、

廃止する。 

附 則（平成２４年７月６日規則第４９号） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、「又は外国人登録法（昭和２７年法律第１２５号）」

を削り、「記録又は登録されている」を「記録されている」に改める部分は、平成２４年７月９日か

ら施行する。 

附 則（平成２７年１２月２日規則第７６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２８年２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に交付されている久留米市国民健康保険はり・きゅう・マッサージ受診証

及び久留米市高齢者はり・きゅう・マッサージ受診証は、平成２８年３月３１日までの間、なおその

効力を有する。 

３ この規則の施行の際、この規則による改正前の第７号様式及び第８号様式で現に残存するものは、

なお使用することができる。 

附 則（平成２８年１月２９日規則第７号） 

この規則は、平成２８年３月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２日規則第１１号） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月９日規則第４号） 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月２４日規則第６号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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久留米市後期高齢者医療に関する条例施行規則 

平成２０年３月３１日 

久留米市規則第８６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、久留米市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年久留米市条例第９

号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（様式） 

第２条 納付通知書、納付書、督促状の様式は、次に掲げるところによる。 

(1) 後期高齢者医療保険料納付通知書 第１号様式 

(2) 後期高齢者医療保険料納付通知書（後期高齢者医療保険料仮徴収通知書）兼特別徴

収開始通知書 第２号様式 

(3) 後期高齢者医療保険料領収証書、納付書及び領収済通知書 第３号様式 

(4) 後期高齢者医療保険料督促状兼領収証書、納付書及び領収済通知書 第４号様式 

２ 前項に定めるもののほか、後期高齢者医療の実施に係る文書等の様式は、市長が別に定

める。 

（過誤納金等の充当等） 

第３条 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号。以下「法」という。）

第１１０条によって準用される介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１３９条第２項

に規定する場合を除き、被保険者（法第５０条に規定する被保険者をいう。以下に同じ。）

の過納又は誤納に係る徴収金（以下「過誤納金」という。）がある場合において、当該被

保険者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当する。 

２ 法第１１０条によって準用される介護保険法第１３９条第３項の規定により過誤納金

を被保険者の未納に係る徴収金に充当しようとするときは、高齢者の医療の確保に関する

法律施行規則（平成１９年厚生労働省令第１２９号）第１０９条の規定に基づき、過誤納

金充当事前通知書（第５号様式）によってあらかじめ被保険者に対し通知するものとする。 

３ 市長は、過誤納金を還付するとき、又は充当したときは、直ちに当該被保険者に対し、

後期高齢者医療保険料還付（充当）通知書（第６号様式）又は後期高齢者医療保険料充当

通知書（第７号様式）によって、これを通知する。 

４ 被保険者は、過誤納金の返還を受けようとするときは、後期高齢者医療保険料還付申立

書（第８号様式）を市長に提出するものとする。 

（平２３規則１１・平２６規則８２・一部改正） 
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（徴収職員） 

第４条 市長又はその委任を受けた職員（以下「徴収職員」という。）は、保険料の賦課徴

収に関する調査のための質問及び検査並びに保険料に関する徴収金の滞納処分を行う。 

２ 徴収職員は、その身分を証明する久留米市後期高齢者医療徴収職員証（第９号様式）を

携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

（平２３規則１１・一部改正） 

附 則 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年２月２８日規則第４号） 

この規則は、平成２３年３月１日から施行する。 

附 則（平成２３年３月８日規則第１１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２５年１２月２６日規則第７５号） 

この規則は、平成２６年１月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月３１日規則第４２号） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年９月２４日規則第８２号） 

この規則は、平成２６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２７年９月１日規則第５７号） 

この規則は、平成２７年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２７年１１月２７日規則第７５号） 

この規則は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の施行の日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日規則第４８号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年１２月２６日規則第５５号） 

この規則は、令和２年１月１日から施行する。 
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